
議案第６号 

字の区域を変更することについて 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条第１項の規定により、別紙

変更調書のとおり字の区域を変更し、同条第２項の規定による告示の指定する日

から効力を生ずるものとする。 

令和６年２月２７日提出 

八幡浜市長 大 城 一 郎 

 

提案理由 

八幡浜市地番整理事業の実施により、大字の区域を変更し、土地の所在を明

確にするため。 

 



 



別紙　変更調書

大字名 小字名 大字名 小字名 地番

４２７の１、４３１、４３２の１、４３２の２、４３３の１、４３３の３、４３３の５か
ら４３３の１１まで、４３３の１５から４３３の１９まで、４３４の２、４３４の４、
４３４の６から４３４の８まで、４３４の１０、４３５の２から４３５の９まで、４３
７の１、４３７の３、４３７の４、４３８の３、４３８の４、４３８の６、４３８の８、４
９５、５００、５０１の２、５０１の３、５５８の１、５６０の３、１５７２の４

大門 ３６９の２

浜田町一丁目

１１６７の１、１１６７の５、１１７３の１、１１７３の２、１１７４の１、１１７４の
６、１１７５の１

松蔭町

５２８の１、５２８の２、５３９の１、５４０の１、５４０の２、５４１、５４５、５４６、
５４７の１から５４７の３まで、５４８、５４９、５５０、５５１、５５２の１から５５
２の５まで、５５３の２、５５３の３、５５４、５５５の１、５５５の２、５５５の４、
５５５の７、５５７の１、５５７の３、５５７の５から５５７の８まで、５５９の１、５
６０の１、５６０の２、５６１の１、５６１の２、５６２、５６３の１から５６３の３ま
で、５６４の１から５６４の３まで、５７０の１、５７０の５、５７０の１０、５７３
の２、５７６の１、５７６の２、５７７の１、５７７の３から５７７の５まで、５７９
の１、５７９の２、５８０、５８２、５８５、５８６、５８７、５８８、５８９、５９０、５９
１、５９２の２、５９３、５９４の１から５９４の４まで、５９５の１から５９５の８
まで、５９６、５９８の１、５９８の３、５９８の４、６４０の１、１０８３の７から１
０８３の９まで、１０８３の１１、１０９８、１１００の４、１１１０の１、１１１０の
２、１１１０の６

備考　令和６年２月８日調査

字の名称 左記の区域に編入する区域

摘要

これに伴う
道路、水路
等を含む

愛宕



 



 



 


